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本書の特色

●税理士の相続申告業務に直結し、
　関心が高い遺産分割や遺言制度の見直
　しなど相続法の改正点をQ&Aで解説

●現行法や改正事項の解説に加え、民法
の判例についても紹介

知らなきゃ困る！
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税理士業務のための民法改正ハンドブック―相続法編―

●「配偶者短期居住権とは何ですか。相続税の申告に際し考慮する必要
がありますか。」

●「配偶者に対する持戻しの免除の意思表示の推定規定とは、長期間婚姻
をしている夫婦間で行った居住用不動産の贈与等が行われた場合に、
贈与等を受けた配偶者を保護するための制度であると聞きました。
ところで、相続税法第21条の6も配偶者に対する贈与に対して特別
な配慮をした規定ですが、当該規定と上記配偶者に対する持戻し免
除の意思表示の推定規定とはどのような関係にあるでしょうか。」

●「遺留分の算定方法や受遺者・受贈者の負担の内容も変わったと聞
きましたが、どのように変わったのでしょうか。」

（本文Q&Aから）

1980年以来となる民法（相続関係）改正。
税理士業務に精通する弁護士が
遺産分割や遺言制度などの要点を
わかりやすく解説。

相続が変わる！
税理士が押さえるべき
ポイントは？

http: //www.dai ichihok i .co. jp

『知らなきゃ困る！税理士業務のための
  民法改正ハンドブック～債権法編～』

内田久美子　著

 好評発売中！
も

税理士業務のための
民法改正ハンドブック
―相続法編―
1980年以来となる民法（相続法）大改正施行に向け、
税理士がおさえておくべき改正ポイントを素早く把握！

税理士業務に精通する弁護士
内田久美子氏による解説で
改正の趣旨・要点がよくわかる！
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取 扱 い
この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。
また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料450円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用い
ただけません。

1万円以下の場合、300円+税
3万円以下の場合、400円+税
10万円以下の場合、600円+税

年　　　　月　　　　日

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社
ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お問
合せフォーム（https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php）かフリーダイヤルにてご連絡ください。

お客様の個人情報の
取扱いについて

キ　リ　ト　リ　線
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＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞ C
検 索

＜クレジ トカ ドでもお支払いいただけます＞
詳 細・お申し 込 みはコチラ
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─相続税法第21条の６との関係─

「配偶者に対する持戻しの免除の意思表示
の推定規定とは、長期間婚姻をしている夫
婦間で行った居住用不動産の贈与等が行わ
れた場合に、贈与等を受けた配偶者を保護
するための制度であると聞きました。とこ
ろで、相続税法第21条の6も配偶者に対す
る贈与に対して特別な配慮をした規定です
が、当該規定と上記配偶者に対する持戻し
免除の意思表示の推定規定とはどのような
関係にあるでしょうか。」

14

A　配偶者に対する持戻しの免除の意思表示の推定規定は改正後民法
第903条第4項として創設されました。創設の過程において、相続
税法第21条の6も参照されており同趣旨の規定であるといえます。
一方で、対象範囲が異なる点もあるので注意も必要です。

【改正のポイント】
① 　相続税法第21条の６ですでに税務上実現していた配偶者への特
別な配慮が、民法の規定にも取り込まれました。
② 　一方で、相続税法第21条の６の対象と改正後民法第903条第４項
の対象とは異なる点もあります。

解説

１　相続税法第21条の6について
　相続税法第21条の６では、婚姻期間が20年以上である配偶者から、
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特別寄与料請求権の取得者に対する課税は相続税
で2割加算
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　相続人以外の者が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、
一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求をすることができるよう
になります。この権利を特別寄与料請求権といいます（詳細はQ33～
Q34）。特別寄与料は被相続人の債務ではなく、相続開始後の相続人
の債務ですので（改正後民法1050条1項）、実際に、この権利を行使し、
相続人から金銭を受け取った場合に、特別寄与者及び相続人の課税関
係はどうなるでしょうか。
　請求権の行使は、①被相続人の親族で、相続人、相続の放棄をした者
等に該当しない者が、②被相続人の療養看護その他の労務の提供をし
たことにより、③被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与
をしたときという要件の下で可能となるもの（改正後民法1050条1項）
ですから、本来的には労務との対価関係が成立するはずです。しかし
ながら、親族間など親しい間柄における自発的な行為については、当
事者間では費用を含め金銭的な清算をする意思がなく、その点につい
て黙示の合意や費用償還請求権の放棄の意思表示が認められる場合も
多いことから、準委任契約、事務管理に基づく費用償還請求、不当利得
返還請求といった手段では十分な救済が得られるとは限らないため、
相続開始後に「特別寄与料」として相続人に請求することができると
されたものです（法務省民事局参事官室「民法（相続関係）等の改正に
関する中間試案の補足説明」81頁以下）。そして、特別寄与料の額につ
いては、第1には請求権者と相続人との間の協議によって定めること
とし、その協議が調わない、又は協議できないときは、家庭裁判所が、
寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮し
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